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（２）流向の変化 

事業による造成工事等の地形改変による、現況の沢や表層水、浸透水の流向の変化に

ついて整理した。特に、保全型ビオトープは、現況も事業中、事業後も湿性地として維

持する必要があるため、それぞれの時期について、想定される流向の状況を整理した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

現況 
・事業区域内の主要な沢は、北側の水系
と南側の水系 2系統あり、北側の水系
は湿性地を経由する事なく、事業区域
外の現況水路に放流される。 

・保全型ビオトープとなる、湿性地水源
の涵養域は南側にある沢と斜面とな
っている。 

工事後 12ヵ月 
・事業区域内の 2系統あった主要な沢のうち、
北側の水系は概ね造成され、北側の暗渠排水
管が 2系統設置される。 

・同時に A調整池が整備され、北側水系の暗渠
排水管の 1 つは調整池 A を経由し事業区域
外に排水され、1つは調整池 Aを経由する事
なく事業区域外に排水される。 

・保全型ビオトープが整備され、水源の涵養域
は、残留緑地に設定されているため、改変等
はなく、現況と同様に水が供給されると考え
られるが、想定外の事象に備え、調整池 Aか
らも水が供給できるようバルブやポンプの
設備を整える。 

 

工事後 24ヵ月 
・事業区域内の主要な沢のうち、残され
ていた南側の沢が概ね造成され、暗渠
排水管が設置される。 

・同時に調整池 Bが整備され、同時に創
出型ビオトープも整備されることか
ら、暗渠排水管の水は、調整池から創
出型ビオトープを経由し事業区域外
の水路に放流される。 

・保全型ビオトープの水源の涵養域は、
改変等はなく、現況と同様に水が供給
される。 

工事後完了（工事後 60ヵ月） 
・事業が完了し、主要な沢は無くなる
が、保全型ビオトープの水源の涵養域
は、改変等はなく、現況と同様に水が
供給される。さらに、想定外の事象に
備え、調整池 Aからも水が供給できる
よう設備を整えた。 

・また、創出型ビオトープについても、
暗渠排水管からの水が、調整池 Bを経
由し供給されるので、継続して水が確
保される。 

 

北側水系の水は 

事業区域外 
現況水路に放流 

 

事業区域外 
現況水路に放流 

 

調整池 A 

調整池 Aを経由し 
事業区域外に排水 

（調整池Aから保全型ビオト
ープへの導水設備となるバ
ルブやポンプも整備。） 

暗渠排水管になった北側水系 

＊着工直後に、地下水の観測井を設け、

工事中常時観測しながら慎重に工事を

行う。 
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３. 自然環境保全計画の基本方針と概要 

本事業における自然環境保全計画は、「改変区域の 小限化」「 大限の自然環境の現況

保全」、「残留緑地における生態的機能の向上」、「生態的機能に配慮した新たな自然環境の

創出」「影響を受ける動植物個体に対する配慮」を基本方針とし、基本方針に従った具体

的な保全計画を策定する。 

 

（１）自然環境保全計画の基本方針 

１）改変区域の最小化 

事業の計画段階において、土地利用計画や施設計画等を検討し、改変区域の面積が

小限となる土地利用計画・施設計画を策定する。 

 

２）最大限の自然環境の現況保全 

改変が行われない区域については、残留緑地に設定し、 大限の自然環境の現況保

全を行う。特に生態的に重要な湿性地については、全域の現況保全を基本とする。 

 

３）影響を受ける自然環境に対する代償 

●残留緑地における生態的機能の向上 

現況の樹林は、長年管理が行われておらず、本来の生態的機能が充分に発揮されて

いない。そのため残留緑地として残すだけではなく、間伐や林床植生の刈払等、適正

な整備・管理を積極的に行い、生態的な質の向上に努め、失われる自然環境の代償と

しても位置付ける。 

●生態的機能に配慮した新たな自然環境の創出 

造成法面や調整池等の事業により生じた場所や施設は、自然環境保全にも活用する

事とし、自然環境に配慮した造成法面の植栽や、生態的機能を持たせた調整池等を計

画する。 

●影響を受ける動植物個体に対する配慮 

改変区域に生育・生息する動植物個体への配慮として、個体保護の観点から動植物

の移植・移動等の代償措置を計画する。 

（２）自然環境等への配慮の概要 

自然環境保全計画の基本方針を踏まえ、自然環境等への配慮の概要を「緑地や水系に

配慮した事項」「動植物に配慮した事項」「地域住民等に配慮した事項」に区分し整理し

た。 

地元住民からの理解に対する配慮（⑩～⑬）として、これまで構築してきた良好な協

力体制が継続できるよう、事業による地域還元を計画した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3-3-2-1 自然環境等への配慮の概要 

配慮の概要項目 内容 

緑地や水系に 

配慮した事項 

残留緑地の計画 
①周辺緑地との連続性を考慮し、事業区域外周に配置。 

②適正管理・林相改良等による残留緑地のエコアップ。 

植栽緑地の計画 ③多様な環境を創出する造成法面の植栽。 

調整池の計画 ⑤止水や湿性地となる調整池。 

動植物に 

配慮した事項 

 

移植移動保全の計画 ⑦リスク分散等を考慮した広範囲への移植・移動。 

退避経路の確保 ⑨段階施工による動物の退避経路の確保。 

地域住民に 

配慮した事項 

地域ｲﾍﾞﾝﾄの開催 ⑩多目的用地を利用した地域ｲﾍﾞﾝﾄの開催。 

水田耕作 ⑪地域有志団体と協定を結んだ水田耕作支援。 

タケノコ掘 ⑫地域住民によるﾀｹﾉｺ掘等を目的とした竹林開放。 

環境学習 ⑬ビオトープにおける環境学習への支援 
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